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１．農業委員・農地利用最適化推進委員の選任状況 

旧制度 新制度 

農業委員数 5,845人       3,758人 

  認定農業者 1,581人（27.0%） 1,958人（52.1%） 

  中立委員 －  290人（  7.7%） 

  女性  411人（7.0%）  433人（11.5%） 

  委員の年齢別構成（※２） 

  70歳代以上  1,402人（23.7%） 621人（16.5%） 

  60歳代 3,479人（58.8%） 2,219人（59.0%） 

  50歳代 887人（15.0%） 672人（17.9%） 

  40歳代 132人 （2.2%） 179人 （4.8%） 

  30歳代以下 19人 （0.3%） 67人 （1.8%） 

農地利用最適化推進委員 － 3,477人 

○ 平成28年度においては、改選時期を迎えた全ての農業委員会（全農業委員会の約２割である288農
業委員会）が新制度に移行。平成29年度においては、約７割の農業委員会が新制度に移行予定。 

１ 

※１ 平成29年２月末時点で新制度に移行した271農業委員会について、全国農業委員会ネットワーク機構調べ 

※２ 旧制度の委員数は平成26年8月１日時点の人数のため、合計（5,845人）と異なる 



２．農業委員・農地利用最適化推進委員の選任における課題 

平成28年11月時点 平成29年１月時点 

措置済み又は措置予定 47市町村 89市町村 

＜農業委員＞ 農業委員会数（％） 

候補者の数と委員定数が同数であり、選任にあたって十分に競争がなされて
いない可能性がある 

128（47.2%） 

女性委員を１人も任命していない 53（19.5%） 

50歳未満の者を１人も任命していない 123（45.3%） 

＜農地利用最適化推進委員＞ 

候補者の数と委員定数が同数であり、選任にあたって十分に競争がなされて
いない可能性がある 

151（59.2%） 

公募・推薦者が委員定数に満たない 27（9.9%） 

 

○ 新制度で必須業務とされた農地利用の最適化を推進するため、成果実績に応じて委員報酬を引き上げる仕組み
を導入。これを受け、市町村では報酬条例を措置する必要があるが、委員報酬に成果実績を導入した例がないこと
などから、措置が進まなかった。このため、条例のモデルを昨年12月に通知。 

 

○ 農業委員の選任にあたって、候補者の数と委員定数が同数であり、競争が十分にされていない可能性のある農
業委員会が多く存在する、女性委員や50歳未満の者を１人も任命していない農業委員会があるなどの問題。 

 

○ 推進委員についても、候補者の数と委員定数が同数であったり、条例定数に満たない数しか選任されておらず、
地域において推進委員に応募する者の掘り起こしが十分でないなどの問題。 

 

○ これらの問題を踏まえ、昨年７月に是正に向けた指導通知を発出。 
 

２ 

（平成28年12月末時点で新制度に移行した265市町村について、 
                           全国農業委員会ネットワーク機構調べ） 

（平成29年２月末時点で新制度に移行した271農業委員会について、 
 全国農業委員会ネットワーク機構調べ） 

委員報酬の引き上げに係る条例の措置状況 

委員の選任にあたって改善が必要と考えられる農業委員会 

農地利用最適化推進委員の選任の選任状況 

（平成29年２月末時点で新制度に移行した271農業委員会について、 
 全国農業委員会ネットワーク機構調べ） 



３．遊休農地対策の実施状況 

毎年１回、農地の 
利用状況を調査し、 

遊休農地を確認 

○ 平成27年に実施すべき利用状況調査、利用意向調査が未完了である農業委員会については、農林水産
省として度重なる指導を行った結果、平成29年３月末時点で２委員会のみとなっている。 

 
○ 措置が未完了の農業委員会については、ホームページでの公表に加え、引き続き指導を徹底。 

遊休農地の所有者に 
対して、利用意向調査 

を実施 

農地中間管理機構 
との協議の勧告 

３ 

４委員会が未了 
（平成28年７月時点） 

↓ 
全ての委員会が実施 
（平成29年３月時点） 

121委員会が未了 
（平成28年７月時点） 

↓ 
２委員会が未了 

（平成29年３月時点） 

416件（85ha） 
（平成27年） 

↓ 
3,807件（536ha） 
（平成28年） 

※勧告を受けた後に、遊休農地   
 の解消や、機構の借受基準に 
 適合しないなどにより撤回さ 
 れたものもあるため、平成29 
 年１月１日現在で勧告が継続 
 している農地は88haとなって 
 いる。 

都道府県知事の裁定 
により機構が 
利用権を取得 

 勧告を受けた遊休農
地に対する裁定の実績
はないが、所有者不明
の遊休農地についての
知事裁定は１件 



４．農地利用最適化推進委員の活動状況 
 

 

 

 

 

 

○ 推進委員（78名）が、農地の利用意向調査について、遊休農地かどうかにかかわらず、担当地区の全ての
農家に対して調査を実施し、担い手への新規集積を実現 

 （集積率：平成28年３月末：43%（4,297㏊）→平成28年12月末：52%（5,247㏊）） 

○ 推進委員の声がけで地域の話合いの場を設け、そこに農地の利用状況の色分け地図を示して機構事業の
活用を促すことで、機構を通じた新規集積を実現 

 （集積率：平成28年10月：25%（10㏊）→平成28年12月：47%（19㏊）） 

○ 推進委員については、農地所有者の意向確認や話合いなどの現場活動を通じて、担い手への
農地集積の成果を上げている事例も一部では現れているが、大部分の農業委員会ではまだ成果
が上がっていないことから、推進委員向けの活動マニュアルを作成し、現場活動を促進  

 

○ 推進委員を含めた農業委員会の活動状況や現場の課題については、モニター（農業委員372名、
推進委員22名）を通じて、農林水産省としても直接状況を把握 

栃木県栃木市 

茨城県桜川市（上城地区） 

 
○ 農業委員会と農地中間管理機構との連携の状況について、約４割のモニターが農地中間管理機構との連
携が不十分と回答。 

農業委員会と農地中間管理機構との連携 

４ 

約３割のモニター：「具体的な農地中間管理機構への利用権設定には結びついていない」と回答。 
  

約１割のモニター：「農地中間管理機構との連携は取れていない」と回答。 

かみしろ 



５．農業委員会の事務局機能の強化 

○ 農業委員会事務局機能の強化については、事務局職員の能力向上のための研修等の実施につ
いて国費で支援。 

 

○ また、全国農業委員会ネットワーク機構から市町村に対し、事務局の人員の増強などについて、研
修会等で働きかけ。具体の体制については、４月末までに各農業委員会から報告を受け、５月中に
取りまとめ予定。 

 

○ なお、都道府県農業委員会ネットワーク機構と農地中間管理機構で、役職員の兼務（32府県）、事
務所のワンフロアー化（13府県）を実施。 

 遊休農地の所有者の利用意向調査、農地情報公開システムの維持管理、農業委員及び
農地利用最適化推進委員の資質向上に向けた研修等を支援 

機構集積支援事業  【平成29年度：29億円】 

都道府県ネットワーク機構と農地中間管理機構の連携の状況 

５ 

① 役職員の兼務  青森県、岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県、静岡県、新潟県、
石川県、福井県、長野県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、 
島根県、岡山県、広島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、沖縄県 

② ワンフロアー化  栃木県、神奈川県、静岡県、長野県、岐阜県、滋賀県、和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、
大分県、沖縄県 



６．農業委員会の情報公開の状況   

○ 農業委員会の事務の執行状況の公表については、平成28年４月より活動目標及び評価結果をすべ
ての農業委員会において公表することとしており、その運営の透明性を確保している。 

札幌市農業委員会 
における情報公開の例 

６ 



７．農林水産省としての評価と課題 

○ 認定農業者の過半要件や中立委員の選任などの要件は達成されているが、農
業委員や推進委員の選任にあたっての適正な競争の確保や、農業委員への女性・
50歳未満の者の一層の登用といった点で、改善が必要。 

 
○ 成果実績に応じた委員報酬の引上げのための報酬条例については、措置をして
いる市町村が増えてはいるものの、まだ不十分であり、改善が必要。  

 
○ 推進委員が積極的にマッチングをして担い手への農地集積を実現するなど、成
果があがっている地区もあるものの、農地集積の成果が十分上がっていない地域
もあり、更に改善が必要。 

 
○ 農業委員会と農地中間管理機構が連携して機構を通じた農地集積を実現した地
区もあるものの、農業委員会と農地中間管理機構が連携できていない地域もあり、
更に改善が必要。 

 
○ 遊休農地の利用意向調査や、農地中間管理機構との協議の勧告については、
更に強化していく必要。 

７ 


